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※1台の端末で二重ログインは禁止です。 

 １．変更決定の都道府県への報告データ提出の進め方【保険者版】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

① 都道府県からの基準保険料率提供前 

・都道府県様式にある基準保険料率（基準応益割額・基準応能割率）の算出に必要な様式を作成し
ます。 
※データ入力上の注意事項については、Ｐ１２【データ入力時の注意事項】を参照ください。 

・変更決定のデータ入出力処理から、様式別の設定で「基準保険料率確定前」を選択し、報告デー
タを作成します。 
※詳細なデータ出力方法については、Ｐ２０【９．変更決定の申請データを作成するには】を 
参照ください。 

 
② 都道府県からの基準保険料率提供後 

・都道府県から提供された基準保険料率（基準応益割額・基準応能割率）を様式第４－１、４－２、
５に入力を行います。 

・基準保険料率提供後の都道府県への報告は、①で報告済みの様式を含め、作成した全ての様式が
対象になります。 
変更決定のデータ入出力処理から、様式別の設定で「全様式」を選択し、報告データを作成しま
す。 
※詳細なデータ出力方法については、Ｐ２０【９．変更決定の申請データを作成するには】を 
参照ください。 
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２．変更決定処理メニューの説明（保険者処理） 

 

№ 説      明 

① 
現在設定されている年度等の情報を表示します。 

※都道府県版・市町村合併対応版では保険者の変更が可能です。 

②
③ 

②「実行する処理」と③「処理進行状況」は連動しています。 

「実行する処理」は、ボタンをクリックした時に実行される処理を選択し、「処理進行状況」は、現在まで終

了している処理と今何の作業を行わないといけないのかを表示しています。 

実
行
す
る
処
理 

選 択 処 理 使用する様式を選択します。 

デ ー タ 転 記 
普調へのデータを転記します。 

データ転記は任意の処理ですので、必要に応じて実行して下さい。 

入 力 処 理 各様式のデータを入力します。 

チェック処理 様式毎にデータの整合性をチェックします。 

印 刷 処 理 様式の印刷を行います。 

Ｃ Ｓ Ｖ 出 力 
変更決定の様式のデータをＣＳＶ形式にてデータ出力します。 

 ※都道府県提出用としては使用できません 

計 算 式 各様式の計算式仕様を表示します。 

処
理
進
行
状
況 

選 択 処 理 一番始めに行う作業です。 

入 力 処 理 水色の時にデータの入力を行います。 

チェック処理 
水色になりましたら、チェック処理を行って下さい。 

※同時に全様式の再計算を実施します。 

データ出力処理 水色になりましたら、申請データの作成を行って下さい。 

当年度処理完了 
報告データの作成またはネットワーク報告が完了すると、当年度の作業は全て終了で

す。 

① ② 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑤ 

⑧ 
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№ 説      明 

④ 

各ボタンについて 

連動基礎表（その１） 連動基礎表（（その１）市町村）の処理を実行します。 

基礎表Ｘ（その１） 基礎表Ｘ（その１）の処理を実行します。 

基礎表Ｘ（その２） 基礎表Ｘ（その２）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その１－１） 基礎表Ｙ（その１－１）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その１－２－１） 基礎表Ｙ（その１－２－１）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その１－２－３） 基礎表Ｙ（その１－２－３）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その１－３） 基礎表Ｙ（その１－３）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その１－４） 基礎表Ｙ（その１－４）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その２－１） 基礎表Ｙ（その２－１）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その２－２－１） 基礎表Ｙ（その２－２－１）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その２－２－３） 基礎表Ｙ（その２－２－３）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その２－３） 基礎表Ｙ（その２－３）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その２－４） 基礎表Ｙ（その２－４）の処理を実行します。 

基礎表Ｙ（その３） 基礎表Ｙ（その３）の処理を実行します。 

様式第３－１ 様式第３－１の処理を実行します。 

様式第３－２ 様式第３－２の処理を実行します。 

様式第４－１ 様式第４－１の処理を実行します。 

様式第４－２ 様式第４－２の処理を実行します。 

様式第５ 様式第５の処理を実行します。 

様式第２１ 様式第２１の処理を実行します。 

様式第２２ 様式第２２の処理を実行します。 

様式第２４ 様式第２４の処理を実行します。 

様式第２６ 様式第２６の処理を実行します。 

様式第２７ 様式第２７の処理を実行します。 

様式第３１ 様式第３１の処理を実行します。 

様式第３２ 様式第３２の処理を実行します。 

様式第３３ 様式第３３の処理を実行します。 

様式Ｆ 様式Ｆの処理を実行します。 

様式Ｑ 様式Ｑの処理を実行します。 

様式Ｔ 様式Ｔの処理を実行します。 

様式ＡＣ 様式ＡＣの処理を実行します。 

様式ＡＤ 様式ＡＤの処理を実行します。 

様式ＡＦ 様式ＡＦの処理を実行します。 

様式ＡＧ 様式ＡＧの処理を実行します。 

様式ＡＭ－１ 様式ＡＭ－１の処理を実行します。 

様式ＡＭ－２ 様式ＡＭ－２の処理を実行します。 

様式ＡＮ 様式ＡＮの処理を実行します。 

様式ＡＰ－１ 様式ＡＰ－１の処理を実行します。 

様式ＡＰ－２ 様式ＡＰ－２の処理を実行します。 

様式ＡＰ－３ 様式ＡＰ－３の処理を実行します。 

様式ＡＲ－１ 様式ＡＲ－１の処理を実行します。 

様式ＡＲ－２ 様式ＡＲ－２の処理を実行します。 

様式ＡＲ－３ 様式ＡＲ－３の処理を実行します。 

様式ＡＳ 様式ＡＳの処理を実行します。 

様式ＡＵ 様式ＡＵの処理を実行します。 

様式ＡＹ 様式ＡＹの処理を実行します。 

様式ＡＺ 様式ＡＺの処理を実行します。 
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№ 説      明 

④ 

様式ＢＡ 様式ＢＡの処理を実行します。 

様式ＢＢ 様式ＢＢの処理を実行します。 

様式ＢＥ 様式ＢＥの処理を実行します。 

様式ＢＦ 様式ＢＦの処理を実行します。 

様式ＢＧ 様式ＢＧの処理を実行します。 

様式ＢＫ 様式ＢＫの処理を実行します。 

様式ＢＭ 様式ＢＭの処理を実行します。 

様式ＢＮ 様式ＢＮの処理を実行します。 

様式ＢＯ 様式ＢＯの処理を実行します。 

様式ＢＰ 様式ＢＰの処理を実行します。 

様式ＢＱ 様式ＢＱの処理を実行します。 

様式ＢＲ 様式ＢＲの処理を実行します。 

様式Ｚ－１ 様式Ｚ－１の処理を実行します。 

処理の操作手順 当マニュアルを表示します。 

変更決定様式選択処理 

(普調/特調) 
変更決定処理で使用する様式の選択を行います。 

データ入出力処理 
データ入出力処理画面を開きます。 

※チェック処理まで完了していないと、申請データは作成できません。 

様式選択一覧 
様式の選択状況を確認します。 

※都道府県版では一覧で複数保険者の確認が可能です。 

進行状況一覧 
進行状況を確認します。 

※都道府県版では一覧で複数保険者の確認が可能です。 

一括処理 全様式について処理を実行します。 

終了 変更決定処理を終了し、変更決定メニューまで戻ります。 

⑤ 複数様式を選択する場合のチェックボックスです。印刷処理の場合に有効です。 

⑥ 一括チェック日 一括チェック処理を実施した日時を表示します。 

⑦ 最終印刷日 いずれかの様式を印刷した日時を表示します。 

⑧ 未報告/報告済 

ネットワーク報告完了時に「報告済」を表示します。ネットワーク報告完了後に再度入力

処理を行った場合は「未報告」に戻ります。 

※ネットワーク報告を行わずデータ出力のみの場合は「報告済」が表示されません。 

※クラウド運用のみの機能。 

 

※ 様式毎にボタンがクリックできるのは、データ転記・入力処理・印刷処理・ＣＳＶ・計算式処理です。 

それ以外の処理では一括処理のみ実行が可能です。 



5 
 

【補足】都道府県版での複数保険者処理について 

都道府県版の保険者処理メニューでは、複数の保険者を対象に同一の処理を実行する機能がございます。 

   

（１）保険者処理メニューの「複数保険者処理」へチェックし、「複数保険者設定」から対象保険者を選択 

することで処理可能となります。 

    当該処理にて可能になる処理は以下の通りです。 

     ・一括エラーチェック処理 

     ・印刷処理 

     ・ＣＳＶ出力 

（２）「複数保険者設定」にて対象保険者を選択します。 

 

 

 

「複数保険者処理」にチェックを付け、

対象保険者を設定します。 

こちらで対象保険者を指定します。 
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３．どのように進めていけばよいのか 

（１）調交システムでは、①処理進行状況と②実行する処理が連動することにより、現在何を行なわなければ 

    いけないのかが、メニュー画面上で判断ができますので、処理進行状況に従って作業を進めて下さい。 

（２）処理進行状況の指示（水色で表示されている処理）に関わらず、実行する処理を選択することにより 

   前に戻って作業をやり直すことができます。 

   但し、処理進行状況が示す処理よりも先の処理は実行できません。 

   これは、現在実行できる処理を限定することにより、データの間違いや、報告の間違いを極力防ぐため 

ですので、予めご了承下さい。 

 

② 

① 
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（３）変更決定処理の基本的な進め方は次の通りです。 

   ※基準保険料率が空欄の状態でのデータ提出後、後日基準保険料率が確定次第、様式第４－１、４－２、５

の該当項目に入力を行い、再度データ提出を行う流れとなります。 

１ 様式選択処理 
調交システムでは、全ての保険者が全ての様式を作成するわけではありません。 

使用する様式を選択します。 

 ↓  

２ デ ー タ 転 記 
前年度などから、データを転記します。 

※この処理は任意の処理ですので、必要に応じて実行して下さい。 

 ↓  

３ 入 力 処 理 

変更決定処理で使用する様式のデータの入力・確認・修正を行います。 

この際、様式第４－１、４－２、５の基準保険料率（基準応益割額・基準応能割率）の入力

を行わないようご注意ください。 

 ↓  

４ チェック処理 
様式毎の計算仕様に則り、自動計算項目の再計算及び様式間のデータ転記を一括で行った後 
様式毎のデータ整合性をチェックします。 
各様式の計算仕様につきましては、画面上の計算式ボタンよりそれぞれ参照ください。 

 ↓  

５ 印 刷 処 理 
変更決定処理の印刷を行ないます。 

 

 ↓  

６ データ出力処理 

スタンドアロン運用の場合、変更決定処理の基準保険料率確定前の報告データを出力しま

す。クラウド運用の場合、変更決定処理の基準保険料率確定前の報告データをネットワーク

報告します。 

※この時点では当年度処理完了が水色にならず、データ出力処理のままになります。 

 ↓  

７ 
基準保険料率 

入 力 処 理 

様式第４－１、４－２、５へ都道府県から提供された基準保険料率（基準応益割額・基準応

能割率）の入力を行います。 

 ↓  

８ チェック処理 

様式毎の計算仕様に則り、自動計算項目の再計算及び様式間のデータ転記を一括で行った後 

様式毎のデータ整合性をチェックします。 

各様式の計算仕様につきましては、画面上の計算式ボタンよりそれぞれ参照ください。 

 ↓  

９ データ出力処理 

スタンドアロン運用の場合、変更決定処理の基準保険料率確定後の報告データを出力しま

す。クラウド運用の場合、変更決定処理の基準保険料率確定後の報告データをネットワーク

報告します。 

 ↓  

10 当年度処理完了 

変更決定処理の全ての処理が完了となります。 

※スタンドアロン運用の場合、報告データの出力が完了すると処理進行状況が「当年度処理

完了」になります。 

※クラウド運用の場合、ネットワーク報告処理が完了すると処理進行状況が「当年度処理完
了」、画面右上の表示が「報告済」になります。 

 

※１～６までが基準保険料率確定前での処理、７～１０までが基準保険料率確定後での処理となります。 
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 ４．変更決定処理の準備をする 

 （１）変更決定処理を行うには、まず使用する様式を選択してデータを入力するための準備を行ないます。 

（２）処理進行状況は「選択処理」が水色になっていることを確認して下さい。 

（３）実行する処理は「選択処理」を選択して下さい。 

（４）「変更決定様式選択処理」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

「選択処理」を選択して下さい。 

「変更決定様式選択処理」
ボタンをクリックします。 

選択処理になっているこ

とをご確認下さい。 
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（５）下図の変更決定様式選択画面が表示されます。 

（６）使用する様式のチェックボックスをマウスでクリックして下さい。様式が選択されます。 

（７）様式選択ができましたら、「実行」ボタンをクリックします。 

 

※様式選択の注意事項 

使用しない様式も、使用するように設定してしまいますと、その様式にデータが転記され、 

その他の様式に反映してしまうことがあります。結果的に間違った値になることがあります 

ので、様式選択は間違いなく設定して下さい。またデータ入力後に設定の間違いに気づいた 

時は速やかに、不要様式の選択を解除して下さい。 

 

※報告必須様式について 

報告必須の様式に既にチェックがついています。 

ただし、基準保険料率確定前の様式４－１、４－２、５の入力の際には、基準保険料率（基準応益割

額・基準応能割率）の欄には何も入力せずにデータを作成してください。 

 

使用する様式のチェックボックス
をマウスでクリックして下さい。 

全ての様式選択を解除する場合にクリックして下さい。 

全ての様式を選択する場合にクリックして下さい。 

使用様式の選択ができましたら、クリックして下さい。 

様式選択を中断してメニューに戻ります。 
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５．前年度等のデータを転記するには 

 

 （１）データ転記とは、前年度等のデータを転記する処理です。 

    この処理は任意の処理ですので、必要に応じて実行して下さい。 

 （２）処理進行状況は「入力処理」が水色になっていることを確認して下さい。 

 （３）実行する処理は「データ転記」を選択して下さい。 

    通常は、選択処理終了時に、「入力処理」が自動選択されますので、「データ転記」を選択し直して下さい。 

（４）各様式のボタンをクリックして、必要な様式のみ転記を行なうか、「一括処理」ボタンをクリックして全様 

式一括で転記を行ないます。 

 

※前年度データが無い状態でデータ転記を行うと… 

・導入のタイミングなどで、前年度データが無い場合、前年度データの項目には直接手入力していただくように 

なります。このような場合にデータ転記を行うと、前年度データの項目は「０」になってしまいますのでご注 

意下さい。 

   （入力画面内の青色項目がデータ転記対象項目となります。） 

 

「データ転記」を選択します。 

入力処理が水色に 
なります。 

「一括処理」を 
クリックします。 
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６．データを入力するには 

 

 （１）データの入力を行うには、処理進行状況が入力処理以降まで進んでいる必要があります。 

 （２）実行する処理は「入力処理」を選択して下さい。 

 （３）各様式のボタンをクリックして下さい。 

①左図のように様式の入力画面が表示されます。 

②必要データを入力し、「データの登録」ボタン 

 をクリックして下さい。 

変更決定メニューに戻りますので、 

他の様式についても同様に処理して下さい。 

 

※様式Ｚ－１を登録した時点で、入力処理は終

了したものと判断しております。 

 

 

 

 

※項目色について 

白項目・・・入力項目 

  青項目・・・データ転記にて数値がセットされる項目（入力可） 

  黄項目・・・計算ｏｒ転記項目（入力不可） 

 

入力処理を選択します。 

入力処理が水色に 
なります。 

入力を行う様式をクリック

し、入力作業を行います。 
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【データ入力時の注意事項】 

■基礎表Ｙ関連 

１）「１・２号該当区分」設定に必要な地方単独事業対象者割合の算出について 

●基礎表Ｙ（その１－１）、（１－２－１）、（１－２－

３）、（１－３）の各様式にある「１・２号該当区分」

算出に必要な、地方単独事業対象者割合は（１－１）

から（１－３）までの給付対象者数の合算で求めてい

ます。そのため、各様式単独では正しい「１・２号該

当区分」は得られない仕組みになっています。システ

ムデータ更新（作成）手順をご説明いたします。 

 

 

 

 

基礎表Ｙ（その１－２－１） 

基礎表Ｙ（その１－２－３） 

基礎表Ｙ（その１－３） 

 

基礎表Ｙ（その１－１）  ： （その１－１）給付対象者確定、給付対象者数合計確定、割合確定 

基礎表Ｙ（その１－２－１） 

基礎表Ｙ（その１－２－３） 

基礎表Ｙ（その１－３） 

基礎表Ｙ（その２関連） 

基礎表Ｙ（その３） 

※このようにデータの流れが入り組んでいますので、データ作成時にはご注意ください。 

   先に基礎表Ｙ関連を作成し、一度チェック処理を実行して頂きますと、データ更新を行いますので 

   チェック処理後に以降の様式を作成されると効率よく作成できます。 

 

２）「事業名転記」ボタンについて（※基礎表Ｙ(その１－１)～(その１－３)のみ）  

  画面下部の「事業名転記」ボタンを押下すると、前年度の同一様式より地単事業名等を転記します。 

  前年度と調整率が変更となる地単事業がある場合は、対応する「給付割合」へ変更してください。 

 

■様式第４－１、様式第４－２、様式第５ 

 様式内に「基準応益割額」(#1132)と「基準応能割率」（#1134）の欄が設けてあります。 

 １）都道府県での基準保険料率算出のための報告時には、「基準応益割額」および「基準応能割率」欄には数値を

入力せずに報告します。 

 ２）都道府県からの基準保険料率の通知後、「基準応益割額」および「基準応能割率」欄に通知された数値を入力

してください。 

割合から１・２号該当区分確定 

各様式給付対象者数合計の確定 
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■様式Ｚ－１ 

 様式内の「１号ルへき地直診」「Ｌ直診特別」の各欄は、調交システムの「保健事業処理」の様式から自動転記と

なります。 

「保健事業処理」の様式が作成されていないと転記されませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

【※ 入力注意事項について】 
 

１．入力文字に関する注意事項について 

文字入力項目（備考欄）について以下の文字が禁則文字扱いとなり、入力できない仕様となっています。 

  ①半角シングルクォーテーション（‘） 

  ②半角ダブルクォーテーション（“） 

  ③半角セミコロン（;） 

  ④半角カンマ（,） 

 

２．入力文字に関する注意事項について 

  数値入力項目には桁数入力制限があります。 

   ①白色項目：12 桁 

   ②黄色項目：12 桁 

   ③青色項目：12 桁 

 

 上記桁数を超えた入力を行うと下図のエラーメッセージ（value too long type character warning･･･） 

が表示されますので、項目の桁あふれを確認下さい。 
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７．データの整合性をチェックするには 

 

 （１）“チェック処理”とは、様式間のデータ整合性をチェックする処理です。チェック結果は画面・印刷で 

   それぞれ確認することができます。 

チェック方法は、全様式一括で行うことができます。 

①全様式一括チェック 

・「一括処理」ボタンをクリックして下さい。様式毎の計算仕様に則り、自動計算項目の再計算及び様式 

間のデータ転記を一括で行った後、全様式の整合性をチェックします。 

②特定様式のチェック 

・各様式の入力画面から「データチェック」ボタンをクリックし、チェックを行う事ができます。 

 （※実行する処理が「入力処理」の場合のみ） 

 

※処理進行状況が「入力処理」のみ水色の時にチェック処理を行った場合、確認画面が表示されます。 

     「チェック処理」に処理を進めるための様式名が記載されているため、「OK」ボタンをクリックし、 

記載された様式の入力処理を完了させて下さい。 

 
 

 

「チェック処理」を選択して下さい。 

入力処理とチェック処理が 
水色になります。 

「一括処理」ボタンを 
クリックして下さい。 
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（２）「エラーチェック内容表示（様式別エラー有無）」画面が表示されます。 

各様式のエラー有無を表示します。 

 

 

（３）エラー有無の確認後、エラーの詳細を確認します。 

各様式のエラー内容を確認する場合は「内容(○含む)」もしくは「内容(×のみ)」ボタンを目的に応じてク

リックします。 

   ※「△」の場合は、警告エラーとなりますので、「○」に含まれます。

全様式のエラー箇所だけを確認したい 
場合は、こちらを選択します。 

各様式のエラー内容を 
確認したい場合は、 
こちらを選択します。 

全様式のエラー内容を確認したい場

合は、こちらを選択します。 
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（４）いずれかの内容確認を選択すると「チェック結果」が表示されます。 

チェック内容を確認後、「印刷」もしくは「×」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 整合性チェックの内容です。 

② エラーコードを表示します。 

③ 現在表示されているチェック対象の様式名が表示されます。 

④ 整合性チェックの内容を表示します。 

⑤ チェック結果の左辺を表示します。 

⑥ チェック結果の右辺を表示します。 

⑦ 整合性チェックの結果を表示します。 

⑧ チェック結果を印刷します。 

 

 

こちらの＃１１４２には、様式３－１＃０５８が等しいかそれ以下でなければならないのに、 

そうではない値が入っているという事でチェックの結果エラーになっています。 

従って、再度＃１１４２を確認する必要があります。 

Check！ 

② ③ 

① 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 

Check！ 

⑧ 
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（５）エラーチェック内容表示画面に戻りますので「終了」ボタンをクリックします。 

チェック完了確認画面が表示されます。 

・データ修正を行う場合は何もチェックせず「終了」ボタンをクリックします。（次頁へ進む） 

・チェックが完了した場合はチェックボックスにチェック後「終了」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

チェックボックスに

チェックをいれます。 
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（６）エラーがあった場合は、実行する処理で「入力処理」が選ばれていること事を確認し、エラーの有る様式を 

クリックします。画面最下部の「データチェック」ボタンをクリックするとエラー該当箇所の項目番号 

脇に「ＥＲＲ」と表示されます。（プレビュー画面も表示されます。） 

（複数あった場合は最初のエラー箇所にカーソルが移動しています。） 

 

（７）データを修正後、画面最下部の「データの登録」ボタンをクリックし、その後「戻る」ボタンをクリック 

し、メニューに戻ります。 

 

★同様に他の様式でエラー箇所があった場合は全ての様式のエラーを修正して再度チェックを 

行ってください。 

 



19 
 

８．様式の印刷を行うには 

（１）印刷処理は、入力処理が未完了でも可能です。 

（２）実行する処理は、印刷処理を選択して下さい。 

（３）印刷には三通りの方法があります。 

   ①各様式のボタンを直接クリックして、様式毎に帳票印刷を行う。 

   ②「一括処理」ボタンをクリックして、全様式一括で印刷を行う。 

  ③各様式のボタン横にあるチェックボックスで、印刷したい帳票を複数選択し、「選択処理」ボタンをクリッ 

クして印刷する。 

 

「印刷処理」を選択して下さい。 

② 

① 

③ 



20 
 

９．変更決定の申請データを作成するには 

 

 （１）データ入出力処理はデータ復元作業を考慮して、読込み作業はいつでも実行する事ができますが、 

    申請データの作成はチェック処理まで終了していないと実行できません。 

     

 （２）「データ入出力処理」ボタンをクリックして下さい。 

 

データ出力処理が 
水色になります。 

「データ入出力処理」 
ボタンをクリックします。 
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（３）データ入出力処理画面が表示されます。 

 

№ 説      明 

① 
該当年度が設定されています。年度を切り替えるには、コクホ・ライン総合管理メニューにて処理年度を変更

してください。 

② 
「圧縮ファイル」は、初期値でチェックされており、変更不可となります。 

 【補足】圧縮ファイル、ネットワーク報告のファイル名は下記参照 

③ データの入力時に使用します。「ファイルの選択」ボタンよりファイルを指定します。 

④ 
申請データを作成する場合は、出力処理を選択して下さい。 

※入力処理は、保険者版ではデータ復元作業に、都道府県版では保険者データの読み込みに使用します。 

⑤ 基準保険料確定前は「基準保険料率確定前」、基準保険料確定後は「全様式」を選択します。 

⑥ 市町村合併の場合のみ使用します。 

⑦ 
クリックすると、設定された条件で申請データを入出力します。 

保存先を指定しない場合は、ダウンロードフォルダに格納されます。 

⑧ 

報告データの出力先を選択します。報告データをネットワーク報告する場合は「サーバー」、端末のロー

カルフォルダに出力する場合は「端末」を選択します。 

※出力先「サーバー」はクラウド運用の場合にご利用いただけます。 

 【補足１】圧縮ファイルのファイル名について 

  圧縮ファイルにチェックを入れた場合、ファイル名は下記の通りになります。 

   ファイル名 ： chk○○□□□△△△△.lzh 

   ○○  ・・・ 都道府県番号   □□□ ・・・ 保険者番号   △△△△・・・ 西暦年度 

【補足２】データ入力処理実施時のファイル名事前確認について 
 報告データや連携用ファイルの入力処理を実施する場合は、処理を行う前にファイル名の保険者番号がデータ

入出力処理画面上部に表示されている保険者番号と一致していることを必ずご確認の上、実行して頂きます様お

願いいたします。 

① ② 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 

③ 

⑧ 



22 
 

■基準保険料率確定前の申請をする場合 

 

ⅰ）クラウド運用の場合：ネットワーク報告（報告データのアップロード）の方法 

 

 （ⅰ）サーバーへ出力（ネットワーク報告）する場合 

 

①「入出力の設定 出力処理」、「様式別の設定 基準保険料率確定前」「出力先 サーバー」にチェックされて

いることを確認のうえ、「設定された条件で実行します」ボタンをクリックします。 

 

②下図確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。 

 

 ※出力先の「端末」選択時に出力した場合、「変更決定データの作成を行います。実行してよろしいで

すか？」と表示されます。ネットワーク報告を行う場合には上図メッセージのように「変更決定デー

タのネットワーク報告を行います。実行してよろしいですか？」となっていることをご確認ください。 
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③下図確認画面が出ますので、「OK」をクリックします。 

 ネットワーク報告による報告データの提出は完了です。「終了」ボタンで変更決定処理画面に戻ります。 
  

 
※ネットワーク報告を完了せずに「終了」ボタンをクリックすると、 

「「ネットワーク報告」を行っていません。終了しますか？」という確認画面が表示されます。 

ネットワーク報告を行う場合は「キャンセル」ボタンを選択し、ネットワーク報告処理を完了してください。 

ネットワーク報告の必要が無い場合は、「OK」ボタンをクリックすると保健事業処理画面に戻ります。 

 
 

 

 

 

 

④データ入出力処理画面に戻りますので、「終了」ボタンをクリックして下さい。 

基準保険料率確定前の申請後では、処理進行状況は「データ出力処理」のままになります。 
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 （ⅱ）端末へのデータを出力する場合 

ネットワーク報告とは別に、端末のローカルフォルダに報告データを出力し保管することができます。 

 ※端末に出力した場合、都道府県への報告データの提出は行われていませんのでご注意ください。 

 

①入出力の設定が「出力処理」、出力先が「端末」にチェックされていることを確認のうえ、「設定された条 
件で実行します」ボタンをクリックします。 
 ※出力先の初期設定は「サーバー」になっていますので、「端末」への切り替えを行ってください。 

 

②下図確認画面が出ますので「はい」をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※出力先の「端末」選択時に出力した場合、上図メッセージが表示されます。出力先を「サーバー」に

指定し、ネットワーク報告を行う場合には「変更決定データのネットワーク報告を行います。実行し

てよろしいですか？」となっていることをご確認ください。 
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③下向き矢印ボタンをクリックし、「保存」ボタンをクリックします。 
※保存先はダウンロードフォルダとなります。 
※「保存」を選択すると、ダウンロードフォルダに格納されます。 
指定のフォルダに保存したい場合は「名前を付けて保存」を選択し、任意のフォルダに保存します。 

 

 
④ダウンロードが完了しましたら、データ入出力処理画面の「終了」ボタンで変更決定処理画面に戻ります。 

 
※ネットワーク報告を行っていない報告データを端末のローカルフォルダに出力した場合、 

「終了」ボタンをクリックすると「「ネットワーク報告」を行っていません。終了しますか？」という確認

画面が表示されます。 

ネットワーク報告を行う場合は「キャンセル」ボタンを選択し、ネットワーク報告処理を完了して下さい。 

ネットワーク報告の必要が無い場合は、「OK」ボタンをクリックすると変更決定処理画面に戻ります。 
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ⅱ）スタンドアロン運用の場合：申請データの作成方法 

 

 （ⅰ）端末へのデータを出力する場合 

 

①入出力の設定が「出力処理」、出力先が「端末」にチェックされていることを確認のうえ、「設定された条 
件で実行します」ボタンをクリックします。 
※出力先「サーバー」はクラウド運用の場合にご利用いただけます。 

 

②下図確認画面が出ますので「はい」をクリックします。 
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③下向き矢印ボタンをクリックし、「保存」ボタンをクリックします。 
※保存先はダウンロードフォルダとなります。 
※「保存」を選択すると、ダウンロードフォルダに格納されます。 
指定のフォルダに保存したい場合は「名前を付けて保存」を選択し、任意のフォルダに保存します。 

   

 
④ダウンロードが完了しましたら、データ入出力処理画面の「終了」ボタンで変更決定処理画面に戻ります。 
基準保険料率確定前の申請後では、処理進行状況は「データ出力処理」のままになります。 
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【補足】基準保険料率確定前のデータ出力時に基準応益割額又は基準応能割率が入力されている場合 
 

 
基準保険料率確定前のデータ出力で、様式第４－１、４－２、５のいずれかの基準応益割額又は基準応能割率が

入力されていると、上図の確認エラーメッセージが表示されます。 
「ＯＫ」をクリックして変更決定メニューに戻り、実行する処理の入力処理で様式第４－１、４－２、５の該当

項目のデータを０にします。その後、実行する処理のチェック処理を行い、再度データ入出力処理を行ってくだ

さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 エラーチェック処理にて、１つでもエラーが残っていると上図の確認メッセージが表示されます。 

 エラー原因が確認できている場合は、「はい」をクリックしてそのままデータを出力してください。 

 それ以外の場合は、「いいえ」をクリックして、エラーの確認を行なってください。 
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■基準保険料率確定後の申請をする場合 

 

様式別の設定を全様式に設定し、基準保険料率確定前の申請と同じ方法で、データ出力を行います。 
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１０．当年度処理完了 

  

 

クラウド運用の場合、基準保険料率確定後のネットワーク報告が終了すると、処理進行状況の当年度処理完了が 

水色、画面右上の「未報告」表示が「報告済」に更新されます。 

スタンドアロン運用の場合、基準保険料率確定後の申請データの出力が終了すると、処理進行状況の当年度処理 

完了が水色に更新されます。 

こちらで、当年度変更決定の処理は全て終了です。お疲れ様でした。 

 

当年度処理完了が水色になります。 

ネットワーク報告が完了すると、「未報告」か

ら「報告済」の表示に更新されます。 
※スタンドアロン運用では表示されません。 
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１１．データをＣＳＶ出力するには（市町村版・都道府県版共通） 

変更決定データを他で活用したい場合、ＣＳＶ形式にて出力することが出来ます。 

データを出力する場合、実行する処理で「ＣＳＶ出力」が選ばれている事を確認後、各様式のボタン 

をクリックしてＣＳＶ出力作業を行って下さい。 

   

確認画面が出ますので、「ＯＫ」ボタンを選択します。 

 

下図画面が出ますので下向き矢印ボタンをクリックし、「保存」ボタンをクリックします。 

 ※保存先はダウンロードフォルダとなります。 

 
※そのまま「保存」を選択すると、ダウンロードフォルダに格納  

されます。 

指定のフォルダに保存したい場合は「名前を付けて保存」を選 

択し、任意のフォルダに保存します。 

 

以上で出力処理は完了です。 

処理を行う様式のボタン 
をクリックします。 

こちらを選択

します。 
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